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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計数記録媒体に記録された計数結果に応じて遊技媒体の景品への交換を行う景品交換設
備をホール内に備え、該景品交換設備で取得した景品を更に次の交換物である次交換物に
交換する次交換物交換所をホール外に備えた遊技施設の利用者等判定システムにおいて、
　前記景品交換設備にて景品交換を希望する景品交換者の顔情報を得て、該顔情報から景
品交換者顔認識データを取得する景品交換者顔認識手段と、
　前記景品交換者顔認識データが格納される景品交換者データ記憶部と、
　前記次交換物交換所にて前記次交換物への交換を希望する次交換物交換者の顔情報を得
て、この顔情報から次交換物交換者顔認識データを取得する次交換物交換者顔認識手段と
、
　前記次交換物交換者顔認識データを前記景品交換者データ記憶部に格納された景品交換
者顔認識データと照合して同一人物であるか否かの判定を行う照合判定部と、
　該照合判定部の判定結果を前記遊技施設の管理者に対して伝達する判定結果伝達手段と
、
を備えることを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。
【請求項２】
　複数の遊技台をホール内に備え、獲得された遊技媒体の数量に応じて交換された景品を
更に次の交換物である次交換物に交換する次交換物交換所をホール外に備えた遊技施設の
利用者等判定システムにおいて、
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　前記各遊技台毎の遊技者の顔情報を得て、各顔情報から遊技者顔認識データを各々取得
する遊技者顔認識手段と、
　前記遊技者顔認識データが各遊技台の特定情報と共に格納される遊技者データ記憶部と
、
　前記次交換物交換所にて前記次交換物への交換を希望する次交換物交換者の顔情報を得
て、該顔情報から次交換物交換者顔認識データを取得する次交換物交換者顔認識手段と、
　前記次交換物交換者顔認識データを前記遊技者データ記憶部に格納された遊技者顔認識
データと照合して同一人物が存在するか否かの判定を行う照合判定部と、
　該照合判定部の判定結果を前記次交換物交換所の管理者に伝達する判定結果伝達手段と
、
を備えることを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。
【請求項３】
　遊技媒体の数を計数し計数結果を記録した計数記録媒体を発行する遊技媒体計数設備を
ホール内に備え、獲得された遊技媒体の数量に応じて交換された景品を更に次の交換物で
ある次交換物に交換する次交換物交換所を前記ホール外に備えた遊技施設の利用者等判定
システムにおいて、
　前記遊技媒体計数設備に遊技媒体を持参した計数希望者の顔情報を得て、該顔情報から
計数者顔認識データを取得する計数者顔認識手段と、
　前記計数者顔認識デ－タが格納される計数者データ記憶部と、
　前記次交換物交換所にて前記次交換物への交換を希望する次交換物交換者の顔情報を得
て、該顔情報から次交換物交換者顔認識データを取得する次交換物交換者顔認識手段と、
　前記次交換物交換者顔認識データを前記計数者データ記憶部に格納された計数者顔認識
データと照合して同一人物が存在するか否かの判定を行う照合判定部と、
　該照合判定部の判定結果を前記次交換物交換所の管理者に伝達する判定結果伝達手段と
、
を備えることを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。
【請求項４】
　複数配列された遊技台と、遊技媒体の数を計数し計数結果を記録した計数記録媒体を発
行する遊技媒体計数設備と、計数記録媒体に記録された遊技媒体の数量に応じた景品との
交換を行う景品交換設備とをホール内に備え、獲得された遊技媒体の数量に応じて交換さ
れた景品を更に次の交換物である次交換物に交換する次交換物交換所を前記ホール外に備
えた遊技施設の利用者等判定システムにおいて、
　前記各遊技台毎の遊技者の顔情報を得て、この顔情報から顔認識データを取得する遊技
者顔認識手段と、
　前記遊技者の顔認識データが各遊技台の特定情報と共に格納される遊技者データ記憶部
と、
　前記遊技媒体計数設備に遊技媒体を持参した計数希望者の顔情報を得て、この顔情報か
ら計数者顔認識データを取得する計数者顔認識手段と、
　前記計数者顔認識デ－タが格納される計数者データ記憶部と、
　前記景品交換設備にて景品交換を希望する景品交換者の顔情報を得て、この顔情報から
顔認識データを取得する景品交換者顔認識手段と、
　前記景品交換者顔認識データが格納される景品交換者データ記憶部と、
　前記次交換物交換所にて前記次交換物への交換を希望する次交換物交換者の顔情報を得
て、該顔情報から次交換物交換者顔認識データを取得する次交換物交換者顔認識手段と、
　前記次交換物交換者顔認識データを前記遊技者データ記憶部に格納された遊技者顔認識
データ、前記計数者データ記憶部に格納された計数者顔認識デ－タ、及び前記景品交換者
データ記憶部に格納された前記景品交換者顔認識データのそれぞれと照合し、それぞれの
データの中の人物と同一人物であるか否かの判定を行う照合判定部と、
　該照合判定部の判定結果を前記次交換物交換所の管理者に対して伝達する判定結果伝達
手段と、
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を備えることを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。
【請求項５】
　前記遊技媒体計数設備は、
　遊技媒体を計数する計数部と、計数結果情報を記録した計数記録媒体を発行する計数記
録媒体発行部と、を有し、
　当該遊技媒体計数設備の内部又は外部に設けられる制御部によって、前記計数者顔認識
手段が当該持参者の顔認識データを取得したことを条件として、
　前記計数部又は前記計数記録媒体発行部の作動が行われる様に制御することを特徴とす
る請求項３又は４の何れかに記載の遊技施設の利用者等判定システム。
【請求項６】
　前記遊技者顔認識手段は、
　当該遊技台の遊技者が存在するか否かを検知する存在検知部を有し、前記遊技者が不存
在状態から存在状態に変化する毎に新たに前記遊技者に対応する顔認識データを取得する
ことを特徴とする請求項２又は４の何れかに記載の遊技施設の利用者等判定システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技施設の利用者等判定システム、特にパチンコやスロットマシンなどの遊
技媒体を用いて遊技を行う遊技機器の設置された遊技施設における利用者等について顔の
認識を行うことによって種々の判定を行う遊技施設の利用者等判定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図８は、一般的なパチンコやスロットマシンなどを設置した遊技施設のホールを示して
いる。このホール１０には、複数の遊技台１２が並設されたいわゆる島１４が設けられて
おり、遊技者は、ホール１０（パチンコ店など）に入り、まず、遊技媒体であるパチンコ
玉やメダル等を借り出す。この借り出しは、ホール１０の所定の箇所に設けられた貸出機
１５や各遊技台１２に並設された貸出部から行うことができる。この借り出しは現金を使
って行ったり、いわゆるプリペイドカードを利用した借り出しが可能となっている。
【０００３】
　遊技者は、借りた遊技媒体を遊技機に投入することによって、その遊技台を使用可能で
あり、遊技媒体の獲得を目指した遊技を行うことができる。また、遊技中に獲得した遊技
媒体は、通常、ホール１０内に設けられた遊技媒体の計数設備１６にて計数される。
【０００４】
　すなわち、遊技者は、獲得した遊技媒体を計数設備１６まで持参し、その獲得した遊技
媒体を計数してもらい、計数結果の情報の記された計数記録媒体（例えば、紙にプリント
された計数シートや磁気カード等）を受け取る。一般的に計数設備１６には、媒体受け入
れ口１６ａから投入された遊技媒体を自動的に計数する自動計数部１８を有し、更に、こ
の計数結果を出力する計数結果出力部を有している。この計数結果出力部は、通常、計数
結果についての情報等を記録した計数シート２０を発行するシート発行部２２などとして
構成される。
【０００５】
　また、ホール１０内には、遊技媒体の計数を終了した遊技者が、計数シート２０に記録
された計数結果に表示された獲得遊技媒体の数量の範囲内で所望の景品と交換すらための
景品交換設備２４が設けられている。計数シート２０を所持する者は、この景品交換設備
２４にて、上記計数シート２０を渡すことにより、景品を獲得することができる。この景
品交換設備２４には、景品受け取りカウンター２６や実際に景品を陳列した景品陳列部２
８が設けられている。
【０００６】
　更に、このホール１０内の景品交換設備２４において交換した景品を次交換物（例えば
、金銭）に交換するための次交換物交換所（例えば、換金所）１００が設けられている。
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この次交換物交換所１００は一般にホール１０の外部に設置され、所定の景品を取得した
景品取得者が自ら景品を次交換物交換所１００に持参し、その景品（景品の数など）に応
じた次交換物を取得することとなっている。
【０００７】
　以上の様なホールシステムを有する状況において、ホールを利用する者についての認識
管理は、ホール内の所定箇所に設置されたビデオカメラなどにより所定領域毎に行われ、
遊技者が安全に且つ楽しく遊技できるように管理されている。また、管理を目的として、
一定の個人情報を開示してもらいメンバー登録を行う登録システムを採用し、各メンバー
の個人情報と共に顔情報等を蓄積しておくことなども行われる。
【０００８】
　更に、ホール入場者の顔を認識してこれをホール内の管理に利用する技術としては、例
えば、特許文献１の技術が存する。この技術は、パチンコ店舗における不正の監視システ
ムであり、店舗の駐車場に入場した車両（ナンバープレート）や搭乗者を撮影する手段を
有し、この撮影手段によって得た駐車場入場者情報と店舗内で入店者等を撮影した情報と
を照合するものである。また、遊技台で遊技を行う人物を撮影する遊技客撮影手段の設置
についても開示されている。これらの構成により、不正行為に対する防御策や不正行為発
見後の対応がより的確なものとなり、また、駐車場に入場したが店舗には入店しない者を
チェックすることなどにより不正行為の予防策にも活用することができるものである。
【０００９】
　次に、特許文献２に開示された技術では、遊技台で遊技する顧客の個人情報を取得する
手段を有し、遊技客が交替したことを判断した時には、新たな個人情報が記憶済みの情報
か否かを判定することにより、店内の遊技客の数を管理するようにしたものである。この
技術においても、遊技台毎の個人情報の取得は、台毎に設置したカメラにより行うことが
開示されている。
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－２１６７７５号公報
【特許文献２】特開２００３－３３５５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　図８にて説明したように、ホール１０の外部に設けられた次交換物交換所１００にて景
品を次の次交換物に交換する場合、景品取得者が自ら次交換物交換所１００に景品を持参
して交換（換金等）を行うが、次交換物交換所１００はホール１０の外部に存在するため
、次交換物への交換希望者が景品を持ってホール１０の外に出た後にその景品を強奪され
る恐れもあり、景品交換者の安全を図ることが望まれている。
【００１２】
　しかしながら、その様に次交換物への交換前に景品が強奪されたとしても。現状では次
交換物交換所１００における管理者はその様な事実を知ることはできず、景品の強奪者に
対して何らの処置をすることなく次交換物への交換を行ってしまうという状況があった。
また、この様な不当な次交換物への交換行為は、景品交換設備２４での景品の交換を終え
た後にのみ生起することではなく、実際にホール１０内の遊技台１２にて遊技を行わず不
正に遊技媒体を入手した者、遊技媒体計数設備１６にて計数を行った者から計数記録媒体
（計数シートなど）を略取した者、更には計数記録媒体（計数シートなど）を偽造した者
などが、次交換物交換所１００において次交換物への交換を行う場合にも同様に生起して
いた。次交換物交換所１００の管理者は同様にこの様な不正行為を次交換物交換所１００
においてチェックすることはできず次交換物への交換が行われていた。
【００１３】
　従来のホールシステムでは、上述のように、他人が獲得した景品を不正に取得したよう
な者、不適正な遊技媒体、例えば、他店舗の遊技媒体を計数設備に持参した者、あるいは
他人の獲得した遊技媒体を勝手に遊技媒体計数設備１６に持参して計数記録媒体（計数シ
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ート２０）を受領した者、更には他人が得た計数シート２０を不正に取得し、或いは偽造
して景品交換設備２４にて景品への交換を行った者などを次交換物交換所１００の交換の
際に確認する手がかりは何ら有していなかった。また、この様な不正行為者の行為は、ホ
ール１０内のビデオカメラや次交換物交換所１００に設置したビデオカメラ等による監視
で判別することは難しく、ビデオカメラの存在による不正行為の抑制は有効に機能してい
るとは言えない状況である。
【００１４】
　また、全ての遊技者がメンバー登録を行っている状況であれば、不正が行われたときに
メンバー情報との照合を行うこと等によって状況把握を行うことができるが、多くの未登
録遊技者が遊技を行っている現状ではメンバー登録による管理も完全なものではない。こ
の様に、不正行為を行わんとする者に対して効果的に抑制作用を発揮するシステムが望ま
れていた。
【００１５】
　また、特許文献１の技術においては、店舗の駐車場に入場した車両や搭乗者についての
撮影情報や遊技台で遊技を行っている人物の撮影情報を下に、不正行為の未然防止対策を
講じたり、不正行為発見後の対応をより的確に行うことは可能である。しかし、次交換物
交換所１００において次交換物への交換を行うまでの過程で、不正が行われたことにより
生じた可能性のある遊技者、計数者、景品交換者と次交換物交換者との不一致についての
情報についてそれを取得することはできない。
【００１６】
　特に、景品交換を終えて、ホール外で更に次交換物への交換を行わんとする者がその過
程で不当に景品を略取されたこと等によるホール内での景品交換者と次交換物交換所での
次交換物交換者との不一致などについては、何ら認識することができない。すなわち、個
々の入場者を継続的に追跡して監視を続けることは事実上困難であることから特許文献１
の技術の下では、次交換物交換所での各設備での行為者の不一致の確認は困難であった。
【００１７】
　次に、特許文献２に開示された技術では、遊技台で遊技する顧客の個人情報を基にして
、店内の遊技客数を管理することは可能であるが、特許文献１の場合と同じく、ホール外
の次交換物交換所においてそれまでの各設備における行為者との不一致についての確認を
行うことはできず、種々の過程で生じるおそれのある不正行為の抑制機能を奏することは
できなかった。
【００１８】
　本発明は上記課題に鑑みてなれたものであり、その目的は、不正行為を介在させて得た
景品を基に次交換物への交換を行わんとする不正行為者に対する不正行為の抑制を行い、
不正な次交換物交換が行われることを有効に防止する遊技施設の利用者等判定システムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記課題を解決するため請求項１に係る遊技施設の利用者等判定システムは、
　計数記録媒体に記録された計数結果に応じて遊技媒体の景品への交換を行う景品交換設
備をホール内に備え、該景品交換設備で取得した景品を更に次の交換物である次交換物に
交換する次交換物交換所をホール外に備えた遊技施設の利用者等判定システムにおいて、
前記景品交換設備にて景品交換を希望する景品交換者の顔情報を得て、該顔情報から景品
交換者顔認識データを取得する景品交換者顔認識手段と、前記景品交換者顔認識データが
格納される景品交換者データ記憶部と、前記次交換物交換所にて前記次交換物への交換を
希望する次交換物交換者の顔情報を得て、この顔情報から次交換物交換者顔認識データを
取得する次交換物交換者顔認識手段と、前記次交換物交換者顔認識データを前記景品交換
者データ記憶部に格納された景品交換者顔認識データと照合して同一人物であるか否かの
判定を行う照合判定部と、該照合判定部の判定結果を前記遊技施設の管理者に対して伝達
する判定結果伝達手段と、を備えたことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る遊技施設の利用者等判定システムによれば、不正行為を介在させて得た景
品を基に次交換物への交換を行わんとする不正行為者に対する不正行為の制御を行い、不
正な次交換物交換が行われることを有効に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　はじめに、本実施の形態から抽出され得る発明群を手段ｎ（ｎ＝１、２、３・・・）と
して区分して示し、それらを必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお、以下におい
ては、理解の容易のため、本実施の形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが
、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。
【００２２】
　手段１．計数記録媒体（計数シート２０）に記録された計数結果に応じて遊技媒体の景
品への交換を行う景品交換設備（２４）をホール（１０）内に備え、該景品交換設備（２
４）で取得した景品を更に次の交換物である次交換物に交換する次交換物交換所（１００
）をホール（１０）外に備えた遊技施設の利用者等判定システムにおいて、
　前記景品交換設備（２４）にて景品交換を希望する景品交換者の顔情報を得て、該顔情
報から景品交換者顔認識データを取得する景品交換者顔認識手段（カメラ２５）と、
　前記景品交換者顔認識データが格納される景品交換者データ記憶部（記憶部４６）と、
　前記次交換物交換所（１００）にて前記次交換物への交換を希望する次交換物交換者の
顔情報を得て、この顔情報から次交換物交換者顔認識データを取得する次交換物交換者顔
認識手段（カメラ１０２）と、
　前記次交換物交換者顔認識データを前記景品交換者データ記憶部（記憶部４６）に格納
された景品交換者顔認識データと照合して同一人物であるか否かの判定を行う照合判定部
（４８）と、
該照合判定部（４８）の判定結果を前記遊技施設の管理者に対して伝達する判定結果伝達
手段と、を備えたことを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。
【００２３】
　これにより、次交換物交換所の管理者は、次交換物への交換のために次交換物交換所に
景品を持参した者の顔認識データ（次交換物交換者顔認識データ）が、景品交換者データ
記憶部に格納された景品交換者顔認識データの中の者と同一人物か否かを判定結果伝達手
段によって認識することができる。したがって、少なくともそのホール内で取得してきた
景品の持参者が自らが実際にホール内の景品交換所で景品交換を行った者であるのか否か
を確認することができる。なお、上記判定結果の伝達される管理者は、次交換物交換所の
管理者に限られるものではなく、他の場所でホールの全体管理を行っている管理者であっ
てもよい。
【００２４】
　この状況で、例えば、自らホール内で景品交換を行った者でない者が景品を次交換物交
換所に持参していることを管理者が認識した場合、管理者は、当該次交換物への交換希望
者に対して、顔認識データに基づく判定によれば当該次交換物交換希望者は景品交換者と
一致していないことを伝え、更に、次交換物への交換希望者が如何にしてその景品を入手
したのかを確認する等の行為を行うことができる。したがって、不正な行為を介在させて
景品を取得した者は、金銭などの次交換物を取得するためには、顔を判定基準とされてい
ることを知らされ、かつ不一致の理由を説明しなければならない。その場で何らかの理由
を述べて次交換物を取得したとしても、次回同様の行為を当該遊技施設で行うことについ
ては大きな抑制が働くことになり、結果として不正行為防止機能が発揮される。
【００２５】
　手段２．複数の遊技台（１２）をホール（１０）内に備え、獲得された遊技媒体の数量
に応じて交換された景品を更に次の交換物である次交換物に交換する次交換物交換所（１
００）をホール（１０）外に備えた遊技施設の利用者等判定システムにおいて、
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　前記各遊技台（１２）毎の遊技者の顔情報を得て、各顔情報から遊技者顔認識データを
各々取得する遊技者顔認識手段（カメラ３０）と、
　前記遊技者顔認識データが各遊技台（１２）の特定情報と共に格納される遊技者データ
記憶部（記憶部４６）と、
　前記次交換物交換所（１００）にて前記次交換物への交換を希望する次交換物交換者の
顔情報を得て、該顔情報から次交換物交換者顔認識データを取得する次交換物交換者顔認
識手段（カメラ１０２）と、
　前記次交換物交換者顔認識データを前記遊技者データ記憶部（記憶部４６）に格納され
た遊技者顔認識データと照合して同一人物が存在するか否かの判定を行う照合判定部（４
８）と、
　該照合判定部（４８）の判定結果を前記次交換物交換所（１００）の管理者に伝達する
判定結果伝達手段と、を備えたことを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。
【００２６】
　これにより、管理者、例えば次交換物交換所の管理者は、次交換物への交換のために次
交換物交換所に景品を持参した者の顔認識データが、遊技者データ記憶部に格納された遊
技者顔認識データの中の人物と同一人物の者か否かを判定結果伝達手段によって認識する
ことができる。したがって、少なくともその次交換物交換希望者が、自ら実際に施設（ホ
ール）内の遊技台を利用して遊技した者であるのか否かを確認することができる。なお、
上記判定結果の伝達される管理者は、景品交換設備の管理者に限られるものではなく、他
の場所でホールの全体管理を行っている管理者であってもよい。
【００２７】
　例えば、次交換物交換所の管理者が、次交換物交換者が施設内で自らが遊技した者では
ないことを認識した場合、遊技媒体や計数記録媒体を如何にして入手したかについて確認
することができる。これにより、例えば、当該施設内で貸し出された種類の遊技媒体でな
い遊技媒体をもって計数した様な者に対する景品交換の際における抑制機能や不正防止機
能が発揮される。また、投入された遊技媒体が自店舗の適正な遊技媒体であった場合でも
、それが自分で獲得した遊技媒体でないことは認識されるので、その旨を伝え、更に理由
を口頭で確認することなどにより、無断で他人の遊技媒体を計数して、景品交換を行うよ
うな不正行為を請求項１で述べた抑制機能と同様の機能により防止することができる。
【００２８】
　また、ゴト行為により遊技媒体を獲得した者については、その者の遊技者顔認識データ
にその不正行為情報を付加しておくことは容易に行い得るので、次交換物交換希望者の顔
認識データとの照合に基づき、そのゴト行為者に対する種々の措置を次交換物交換所にお
いて行うことも可能となる。
【００２９】
　手段３．遊技媒体の数を計数し計数結果を記録した計数記録媒体（計数シート２０）を
発行する遊技技媒体計数設備（１６）をホール（１０）内に備え、獲得された遊技媒体の
数量に応じて交換された景品を更に次の交換物である次交換物に交換する次交換物交換所
（１００）を前記ホール（１０）外に備えた遊技施設の利用者等判定システムにおいて、
　前記遊技媒体計数設備（１６）に遊技媒体を持参した計数希望者の顔情報を得て、該顔
情報から計数者顔認識データを取得する計数者顔認識手段（カメラ４２）と、
　前記計数者顔認識デ－タが格納される計数者データ記憶部（記憶部４６）と、
　前記次交換物交換所（１００）にて前記次交換物への交換を希望する次交換物交換者の
顔情報を得て、該顔情報から次交換物交換者顔認識データを取得する次交換物交換者顔認
識手段（カメラ１０２）と、
　前記次交換物交換者顔認識データを前記計数者データ記憶部（記憶部４６）に格納され
た計数者顔認識データと照合して同一人物が存在するか否かの判定を行う照合判定部（４
８）と、
　該照合判定部（４８）の判定結果を前記次交換物交換所（１００）の管理者に伝達する
判定結果伝達手段と、を備えたことを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。
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【００３０】
　これにより、管理者、例えば次交換物交換所の管理者は、次交換物交換のために景品を
持参した者の顔認識データが、計数者データ記憶部に格納された計数者顔認識データ、す
なわち、実際に遊技媒体を遊技媒体計数設備に持参した者の顔認識データと同一人物か否
かを判定結果伝達手段によって認識することができる。したがって、少なくともその景品
の持参者が自らが実際に遊技媒体計数設備まで遊技媒体を持参して計数記録媒体を受領し
た者であるのか否かを確認することができる。なお、上記判定結果の伝達される管理者は
、景品交換設備の管理者に限られるものではなく、他の場所でホールの全体管理を行って
いる管理者であってもよい。
【００３１】
　この状況で、例えば、計数シートなどの計数記録媒体を自ら受領した者でない者が景品
を持参して次交換物交換所に来ていること認識した管理者は、次交換物交換希望者が如何
にして計数記録媒体や景品を入手したのかを確認する等の行為を行うことができる。この
行為が行われることにより不正な行為を行おうとする者は、少なくとも顔に関する認識が
行われていること、更にその不一致が認定されていることを知らされるので大きな不正行
為抑制の機能が発揮される。したがって、偽造した計数記録媒体の使用行為などを有効に
抑制することができる。
【００３２】
　手段４．複数配列された遊技台（１２）と、遊技媒体の数を計数し計数結果を記録した
計数記録媒体（計数シート１２）を発行する遊技媒体計数設備（１６）と、計数記録媒体
（計数シート１２）に記録された遊技媒体の数量に応じた景品との交換を行う景品交換設
備（２４）とをホール内に備え、獲得された遊技媒体の数量に応じて交換された景品を更
に次の交換物である次交換物に交換する次交換物交換所（１００）を前記ホール（１０）
外に備えた遊技施設の利用者等判定システムにおいて、
　前記各遊技台（１２）毎の遊技者の顔情報を得て、この顔情報から顔認識データを取得
する遊技者顔認識手段（カメラ３０）と、
前記遊技者の顔認識データが各遊技台（１２）の特定情報と共に格納される遊技者データ
記憶部（記憶部４６）と、
　前記遊技媒体計数設備（１６）に遊技媒体を持参した計数希望者の顔情報を得て、この
顔情報から計数者顔認識データを取得する計数者顔認識手段（カメラ４２）と、
　前記計数者顔認識デ－タが格納される計数者データ記憶部（記憶部４６）と、
　前記景品交換設備（２４）にて景品交換を希望する景品交換者の顔情報を得て、この顔
情報から顔認識データを取得する景品交換者顔認識手段（カメラ２５）と、
　前記景品交換者顔認識データが格納される景品交換者データ記憶部（記憶部４６）と、
　前記次交換物交換所（１００）にて前記次交換物への交換を希望する次交換物交換者の
顔情報を得て、該顔情報から次交換物交換者顔認識データを取得する次交換物交換者顔認
識手段（カメラ１０２）と、
　前記次交換物交換者顔認識データを前記遊技者データ記憶部（記憶部４６）に格納され
た遊技者顔認識データ、前記計数者データ記憶部（記憶部４６）に格納された計数者顔認
識デ－タ、及び前記景品交換者データ記憶部（記憶部４６）に格納された前記景品交換者
顔認識データのそれぞれと照合し、それぞれのデータの中の人物と同一人物であるか否か
の判定を行う照合判定部（４８）と、
　該照合判定部（４８）の判定結果を前記次交換物交換所（１００）の管理者に対して伝
達する判定結果伝達手段と、を備えたことを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム
。
【００３３】
　この構成によれば、請求項１乃至請求項３の利用者等判定システムを統合したトータル
的な照合判定が可能となっている。すなわち、管理者、例えば次交換物交換所の管理者は
、次交換物交換所に景品を持参した者の顔認識データと遊技者顔認識データ、計数者顔認
識デ－タ及び景品交換者顔認識データのそれぞれと照合し、よりトータル的な認識に基づ
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く処置が可能となる。
【００３４】
　すなわち、前記遊技者データ記憶部、計数者顔認識デ－タ及び景品交換者顔認識データ
の何れかに顔認識データが存在しないものがある次交換物への交換希望者、あるいは何れ
のデータにも存在しない次交換物への交換希望者に対して、それぞれより細かい内容の質
問を行うことが可能である。
【００３５】
　したがって、不正を行わんとする者に対しては、顔認識データを取られた上に細かいチ
ェックを受けていることを認識させることができるので、より大きな不正抑制機能を発揮
する。
【００３６】
　手段５．手段３又は４の何れかにおいて、前記遊技媒体計数設備（１６）は、遊技媒体
を計数する計数部（１８）と、計数結果情報を記録した計数記録媒体（計数シート２０）
を発行する計数記録媒体発行部（２２）と、を有し、当該遊技媒体計数設備（１６）の内
部又は外部に設けられる制御部によって、前記計数者顔認識手段が当該持参者の顔認識デ
ータを取得したことを条件として、前記計数部（１８）又は前記計数記録媒体発行部（２
２）の作動が行われる様に制御することを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。
【００３７】
　この構成によれば、制御部の制御により、計数者顔認識手段が当該遊技媒体を遊技媒体
計数設備に持参した者の顔認識データを取得するまでは、遊技媒体の計数又は計数記録媒
体発行部の作動は行われない。すなわち、顔認識データを取得されることを回避しつつ計
数のみ行おうとする者などに対しては、計数自体が行われないか、計数記録媒体の発行が
行われない状態となる。したがって、遊技媒体計数設備における計数者の顔認識データの
取得は確実なものとなる。
【００３８】
　手段６．手段２又は４の何れかにおいて、前記遊技者顔認識手段（カメラ３０）は、当
該遊技台（１２）の遊技者が存在するか否かを検知する存在検知部（１３）を有し、前記
遊技者が不存在状態から存在状態に変化する毎に新たに前記遊技者に対応する顔認識デー
タを取得することを特徴とする遊技施設の利用者等判定システム。これにより、遊技台で
遊技を行った遊技者の顔認識データを漏れなく取得することができる。
【００３９】
　以下、図面に基づいて、本発明に係る好適な実施の形態を詳細に説明する。図１は、本
発明に係る利用者等判定システムの全体構成を示す概念図であり、例えばパチンコやスロ
ットマシンの施設を例に取っている。なお、図８に示した従来の構成と同様の構成には同
一の符号を付し、その説明を省略する。
【００４０】
　図示のように、ホール１０の外部に設置されている次交換物交換所１００には、カウン
ター１０１の他、ホール１０内の景品交換設備２４にて交換した景品を持参して次交換物
への交換を希望する次交換物交換希望者の顔情報を得るためのカメラ１０２が設置されて
いる。カメラ１０２は少なくとも次交換物への交換希望者の顔を含む所定の領域を可能な
限り正面から写すことのできる位置に設置される。このカメラ１０２によって取得した顔
を含む映像情報に基づいて、次交換物交換希望者の顔認識データが取得される。このデー
タの取得のための構成は、本件発明の特徴的な構成要素ではなく、既に実用化されている
種々の顔認識システムを用いることが可能である。この様なシステムは、例えば、取得し
た画像データから顔の特徴点を検出し、それを位置データなどに変換して顔認識データと
し、それらの照合を行うものである。本実施例では、この顔認識データの取得のための処
理は本実施例ではホールコンピュータ４０によって行われる。
【００４１】
　図において、符号１０４は次交換物交換希望者の顔認識データに基づいて行われた判定
、照合の結果を次交換物交換所１００の管理者に伝達するための手段であり、例えば肯定
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的、否定的判定の結果を識別できるように点滅する発光部などである。また、判定結果の
伝達は、より細かい結果情報を表示するために次交換物交換所１００に設置された端末の
ディスプレイ上に表示することが好適である。
【００４２】
　次に、景品交換設備２４について説明する。ホール１０内に設置された景品交換設備２
４には、計数記録媒体である計数シート２０等を持参した景品交換希望者の顔情報を得る
ためのカメラ２５が設置されている。同じくカメラ２５は少なくとも景品交換希望者の顔
を含む所定の領域を可能な限り正面から写すことのできる位置に設置される。
【００４３】
　このカメラ２５によって取得した顔を含む映像情報に基づいて、景品交換希望者の顔認
識データが取得される。このデータの取得のための構成は、上述のように既に実用化され
ている種々の顔認識システムが用いられ、本実施例ではホールコンピュータ４０によって
処理される。
【００４４】
　次に、本発明の実施の形態に係る遊技媒体計数設備１６について説明する。図示のよう
に、遊技媒体計数設備１６には、自動計数部１８及びシート発行部２２の他に遊技媒体を
持参した者の顔を含む映像情報を取得するためのカメラ４２が設置されている。カメラ４
２は少なくとも遊技媒体の持参者の顔を含む所定の領域を可能な限り正面から写すことの
できる位置に設置される。
【００４５】
　このカメラ４２によって取得した顔を含む映像情報に基づいて、計数者顔認識データが
取得されるが、この処理は上述した様に既に実用化された顔認識システムを用いることで
足りる。本実施例では、この顔認識データの取得のための処理はホールコンピュータ４０
によって行われる。
【００４６】
　次に、各島１４に複数並設された遊技台１２には、それぞれその遊技台を使用している
遊技者の顔を含む映像情報を取得するための手段として、カメラ３０が設置されている。
カメラ３０の設置位置は、可能な限り遊技者を正面から捉えることのできる位置が好適で
あり、遊技台１２の中や枠部分の上部、更には枠外上部（例えば、符号３１）に目立たな
いように設置される。但し、カメラ３０の設置は必ずしも各台毎に行う必要はなく、各島
１４の上部の複数箇所に設置することも可能である。例えば、２台～３台の遊技者を１つ
のカメラ３０で撮影するようにしても良い。
【００４７】
　このカメラ３０の撮影動作は自動的に制御され、制御部は後述するホールコンピュータ
４０によるか、或いは各遊技台１２毎に設けられた制御部によって制御される。また、各
遊技台１２には、その遊技台１２の遊技者の存在、不存在を検知する遊技者存在検知手段
１３が設けられている。例えば、赤外線などの光学的検知手段が設けられ、不存在状態と
存在状態との間の変化を検知し信号を出力する。本実施例では、カメラ３０にて取得され
た顔を含む映像情報は、ホールコンピュータ４０に送られる。
【００４８】
　図２は、実施例に係るホールコンピュータ４０の主要構成を示しており、まず、ホール
コンピュータ４０は、データ処理部４４を有しており、このデータ処理部４４には、次交
換物交換所１００、景品交換設備２４、遊技媒体計数設備１６、遊技台１２にてそれぞれ
次交換物交換希望者、景品交換希望者、計数希望者及び遊技者の顔の映像情報を撮影する
カメラ１０２、２５、４２、３０からの映像情報が送られる様に設置されている。このデ
ータ処理部４４では、各カメラ２５，４２，３０からの映像情報に基づいて各顔認識デー
タが取得される。また、データ処理部４４には記憶部４６が接続されており、データ処理
部４４で取得された各顔認識データが格納される。
【００４９】
　更に、ホールコンピュータ４０は、次交換物交換者の顔（次交換物交換者顔認識データ
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）を記憶部４６に格納された顔認識データと照合、判定するための照合判定部４８を有し
ている。照合判定部４８は判定対象者である次交換物交換者顔認識データと、他の顔認識
データとを照合し、何れかの者と合致するという肯定的判定又は顔認識データに合致する
者がないなどの否定的判定を行うものである。
【００５０】
　次に、上記構成を有する実施の形態に基づいて行われる第１の照合判定の動作について
、図３のフローチャートに基づいて説明する。同図における照合判定は、次交換物交換所
１００における顔の照合判定を景品交換設備２４で景品に交換した者の顔認識データとの
間で行うものである。まず、ステップ（以下、単に「Ｓ」と言う）１０１において、景品
交換設備２４において景品交換希望者に対してカメラ２５による撮影が行われる。撮影対
象は景品交換設備２４に計数結果記録媒体である計数シート２０を持参した者であり、で
きるだけ顔の正面からの撮影を行うのが好適であり、撮影された映像情報は、ホールコン
ピュータ４０にて計数者顔認識データに変換された後、記憶部４６に格納される（Ｓ１０
２）。この格納は撮影時間や計数シート２０の発行ナンバーなどと共に行うのが好適であ
る。
【００５１】
　また、Ｓ１０３において、次交換物交換所１００における次交換物への交換希望者の撮
影が行われる。これは、次交換物交換所１００に設置されたカメラ１０２により行われ、
撮影対象は次交換物交換所１００に景品を持参した者であり、撮影された映像情報は、ホ
ールコンピュータ４０にて計数者顔認識データに変換された後、記憶部４６に格納される
（Ｓ１０４）。
【００５２】
　そして、Ｓ１０５において、照合対象の次交換物への交換希望者と同一人物が景品交換
者顔認識データの中に存在するか否かの判定が行われる。そして、同一人である（ＹＥＳ
）と判定された場合、その肯定的判定が次交換物交換所１００の管理者に伝達される（Ｓ
１０６）。一方、Ｓ１０５にて次交換物交換希望者が景品交換者顔認識データート２０に
書き込まれた者の顔ではないと判定された場合（Ｎｏの場合）、Ｓ１０７にてその否定的
な判定が次交換物交換所１００の管理者に伝達される。
【００５３】
　このＳ１０６とＳ１０７の伝達により、管理者は次交換物交換所１００に景品を持参し
て次交換物へ交換をしようとする者が実際に景品交換を行った者であるか否かを認識しつ
つ次の動作を行うことができる。すなわち、肯定的な判定結果であれば特別なことは行わ
ず次交換物への交換サービスを行い、否定的な判定結果であれば、その次交換物交換希望
者が景品を持参した事情を確認する等の動作を行ってから次交換物交換サービスを行う様
にすることができる。例えば、他人から景品交換を頼まれたのか、実際に景品交換を行っ
たのは誰かなどを確認することが考えられる。
【００５４】
　この様な照合判定の結果を得ることにより、不正に景品を取得して次交換物への交換を
行おうとする者の不正行為の抑制を行うことができる。すなわち、景品交換を行い、景品
を持ってホール外へ出た者から景品を強奪したような場合、その者は、次交換物交換の場
所で、顔認識データでチェックされていることを認識し、かつ一致しない事情を聞かれた
上で、次交換物を取得できるので、その場ではごまかせたとしても、再度その様な不正行
為を行うことに対しては大きな抵抗を感じることとなり、不正行為の抑制機能としては大
きなものである。
【００５５】
　また、「景品交換者顔認識データに存在しませんね」という確認を行うだけで、不正行
為者に対して次交換物交換のサービスを行った場合でもその者の顔認識データは取得され
ているので、次回の照合判定時にその情報を加味することも可能であり、また不正行為者
に対して顔認識データを取得したことだけは認識させることができるので、その者による
同遊技施設における再度の不正行為の抑制が図られる。もちろん、Ｓ１０７の否定的判定
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結果を受けた場合には、不正が行われていないという事情が確認されるまで次交換物への
交換サービスを行わないとする強行な措置を取ることも可能である。
【００５６】
　次に、図４に基づいて、第２の照合判定の動作について説明する。同図に示した例は、
次交換物交換所１００において取得した次交換物交換者顔認識データによる照合判定を遊
技台１２で遊戯した者の遊技者顔認識データとの間で行うものである。各遊技台１２で遊
技を行っている者の遊技者顔認識データの取得動作については、まず、Ｓ２０１において
、遊技者顔認識データの取得のタイミングであるか否かの判断が行われる。すなわち、こ
の遊技者顔認識データの取得は、その遊技台１２における遊技者が交替する度に行われる
ので、各遊技台１２の遊技者存在検知手段１３が遊技者の不存在状態の検知から存在状態
の検知に変化したことの判定が行われる。
【００５７】
　そして、遊技者の不存在状態から存在状態に変化したことを検知した場合（ＹＥＳの場
合）には、Ｓ２０２において、各遊技台１２に設置されたカメラ３０で遊技者を撮影する
。これは、不存在状態から存在状態に変化したことを検知した信号がホールコンピュータ
４０の制御部又は設けられている場合には各遊技台１２のカメラ制御部に送られ、カメラ
３０は撮影を行うように制御されるものである。
【００５８】
　したがって、遊技者が別の者に入れ替わった場合だけでなく、同一の遊技者が席を立っ
て再度同じ台に戻ってきたような場合にも撮影が行われるが、その様な場合、照合判定部
４８にて、既に格納されている第１の顔認識データと照合して同一人と判定した場合には
、前回の遊技台番号や時間との関連情報と共に記憶部４６に記憶するようにしてもよい。
【００５９】
　次に、Ｓ２０３において、この撮影した映像情報は、各遊技台１２の特定情報、例えば
、遊技台番号と共にホールコンピュータ４０に送られる。この情報を受けたホールコンピ
ュータ４０は、この映像情報に基づき顔を識別し、顔の特徴に基づく遊技者顔認識データ
を取得し、遊技台番号などと共に記憶部４６に格納する。
【００６０】
　なお、ホールコンピュータ４０によって、全ての遊技台１２の遊技状況の監視を行って
いるシステムを備えている場合、上記カメラ３０による撮影は、上述のような遊技者存在
検知手段１３の設置によることなく、当該遊技台１２における遊技者の遊技動作が所定時
間以上停止した後、再開されたことを検知して、その時に撮影するように制御することも
可能である。
【００６１】
　次に、Ｓ２０４において、次交換物交換所１００における次交換物交換希望者の撮影が
行われる。この動作は、図３に示した動作フローのＳ１０３と同様の動作であり、次交換
物交換所１００に設置されたカメラ１０２により景品を持参した次交換物交換希望者を撮
影し、Ｓ２０５において、図３のＳ１０６と同様の動作によりホールコンピュータ４０の
記憶部４６に次交換物交換者顔認識データが格納される。
【００６２】
　そして、Ｓ２０６において、照合対象の次交換物交換者希望者と同一人物が遊技者顔認
識データの中に存在するか否かの判定が行われる。同一人が存在する（ＹＥＳ）と肯定的
判定がなされた場合、その肯定的判定結果が次交換物交換所１００の管理者に伝達される
（Ｓ２０７）。また、同一人が存在しない（ＮＯ）と判定された場合、その否定的判定結
果が同じく次交換物交換所１００の管理者に伝達される（Ｓ２０８）。
【００６３】
　このＳ２０７とＳ２０８の伝達により、管理者は次交換物交換所１００に景品を持参し
て次交換物へ交換しようとする者が実際に同ホール１０内の遊技台１２で遊技を行った者
であるか否かを認識しつつ次の動作を行うことができる。すなわち、肯定的な判定結果で
あれば特別なことは行わず次交換物への交換サービスを行い、否定的な判定結果であれば
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、その次交換物交換希望者がホール１０内で遊技を行っていないにもかかわらず景品を持
参するに至った事情を確認する等の動作を行ってから次交換物交換サービスを行う様にす
ることができる。例えば、他人から景品交換を頼まれたのか、遊技者本人は確認できるの
か、どの台で遊技を行ったのかなどを確認することが考えられる。
【００６４】
　この様な照合判定の結果を得ることにより、不正に遊技媒体を取得して景品交換を行お
うとする者、例えば、他店舗の遊技媒体を転用したり、他人の遊技媒体を勝手に計数する
ような不正行為の抑制を行うことができる。すなわち、自ら遊技を行っていない者は、顔
認識データを取られ、事情を聞かれた上で、次交換物を取得できるので、不正行為の抑制
機能としては大きなものである。また、その場では不正行為者に対して次交換物交換サー
ビスを行ったとしてもその者の顔認識データは取得されているので、次回の照合判定時に
その情報を加味することも可能であり、また不正行為者に対して顔認識データを取得した
ことを認識させることで、その者による同遊技施設における再度の不正行為の抑制が図ら
れる。もちろん、Ｓ２０８の否定的判定結果を受けた場合には、不正が行われていないと
いう事情が確認されるまで次交換物交換サービスを行わないとすることも可能である。
【００６５】
　次に、図５に基づいて、第３の照合判定の動作について説明する。次交換物交換所１０
０における顔の照合判定を遊技媒体計数設備１６で計数を行った計数者の顔認識データと
の間で行うものである。まず、ステップ（以下、単に「Ｓ」と言う）３０１において、遊
技媒体計数設備１６における計数希望者のカメラ４２による撮影が行われる。撮影対象は
遊技媒体計数設備１６に遊技媒体を持参した者であり、できるだけ顔の正面からの撮影を
行うのが好適であり、撮影された映像情報は、ホールコンピュータ４０にて計数者顔認識
データに変換された後、記憶部４６に格納される（Ｓ３０２）。この格納は撮影時間や計
数シート２０の発行ナンバーなどと共に行うのが好適である。
【００６６】
　また、Ｓ１０３において、計数者顔認識データが確かに格納されたか否か、すなわち、
Ｓ１０１及びＳ１０２の双方の処理が計数希望者に拒否されたり、正確なデータの取得が
できていない様な状況であるか否かの確認を行う。そして、Ｓ３０１又はＳ３０２の何れ
かの処理が的確に行われず、計数者顔認識データが確かに格納されていない場合（Ｎｏの
場合）、Ｓ３０１及びＳ３０２の処理が再度行われる。Ｓ３０２の計数者顔認識データの
記憶部４６への格納がなされたことが確認された場合（Ｙｅｓの場合）、Ｓ３０４にて計
数記録媒体である計数シート２０の発行が行われる。例えば、この判定による制御動作は
、ホールコンピュータ４０の記憶部４６へのデータ蓄積がなされたときに計数設備に対し
て計数動作が可能となる信号を送ることなどにより制御される。
【００６７】
　この動作によって、遊技媒体計数設備１６における計数希望者の顔認識データの取得が
なされるまで計数シート２０の発行は行われないので、計数者顔認識データの取得漏れを
確実に防止することができる。また、計数希望者が顔の撮影を拒む場合や顔が撮影できな
いようにしている場合には、計数シート２０の発行が行われないので、管理者はその状況
を伝えるなどの動作を行うこととなる。通常はこの様な顔認識データの取得は計数者、景
品交換者の安全に寄与するものであることから、その趣旨の説明により協力を受けうるも
のと考えられる。
【００６８】
　次に、Ｓ３０５において、上述の例と同様に次交換物交換所１００における次交換物交
換希望者の撮影が行われる。撮影された映像情報は、ホールコンピュータ４０にて次交換
物交換者顔認識データに変換された後、記憶部４６に格納される（Ｓ３０６）。
【００６９】
　そして、Ｓ３０７において、照合対象の次交換物交換者希望者と同一人物が計数者顔認
識データの中に存在するか否かの判定が行われる。すなわち、記憶部４６に格納された計
数者顔認識データとの照合が行われる。そして、同一人である（ＹＥＳ）と判定された場
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合、その肯定的判定が次交換物交換所１００の管理者に伝達される（Ｓ３０８）。一方、
Ｓ３０７にて、当該次交換物交換者希望者が記憶された計数者顔認識データの中に存在し
ないと判定された場合（Ｎｏの場合）、Ｓ３０９にてその否定的な判定が次交換物交換所
１００の管理者に伝達される。
【００７０】
　このＳ３０８とＳ３０９の伝達により、次交換物交換所１００の管理者は景品を持参者
して次交換物交換をしようとする者が実際に計数を行った者であるか否かを認識しつつ次
の動作を行うことができる。すなわち、肯定的な判定結果であれば特別なことは行わず次
交換物交換サービスを行い、否定的な判定結果であれば、その次交換物交換希望者が計数
を行うことなく景品を持参した事情を確認する等の動作を行ってから次交換物交換サービ
スを行う様にすることができる。例えば、他人から次交換物交換を頼まれたのか、実際に
計数を行ったのは誰かなどを確認することが考えられる。
【００７１】
　この様な照合判定の結果を得ることにより、不正に計数シート２０を取得して次交換物
交換を行おうとする者の不正行為の抑制を行うことができる。すなわち、自ら計数を行っ
ていない者は、顔認識データを取られ、事情を聞かれた上で、景品を取得できるので、上
記各実施例と同様に不正行為の抑制機能としては大きなものである。また、不正行為者に
ついての顔認識データの次回の照合判定時における活用可能性や、不正行為者に対しての
顔認識データの取得の認知による同遊技施設での再度の不正行為の抑制についても同様で
ある。
【００７２】
　次に、図６に基づいて、第４の照合判定動作について説明する。同図に示した例は、次
交換物交換所１００において次交換物交換を希望する者についての顔の照合判定を遊技者
顔認識データ及び計数者顔認識データ、更に景品交換者顔認識データのそれぞれの間で行
うものである。
【００７３】
　まず、Ｓ４０１からＳ４０３の動作は、各遊技台１２で遊技を行っている遊技者の顔認
識データの取得動作であり、図４のＳ２０１からＳ２０３の動作と同様であるので説明を
省略する。次に、Ｓ４０４からＳ４０７までの遊技媒体計数設備１６における計数者顔認
識データ取得と計数シート発行までの動作については、図５に示したＳ３０１～Ｓ３０４
の動作と同様であるのでその説明を省略する。次に、Ｓ４０８及びＳ４０９の景品交換設
備２４における顔認識データの取得については、図３のＳ１０１及びＳ１０２の動作と同
様であるのでその説明を省略する。そして、Ｓ４１０及びＳ４１１の動作は、図３のＳ１
０３、Ｓ１０４や図４のＳ２０４及びＳ２０５などの動作と同様であり、次交換物交換所
１００での撮影及び次交換物交換者の顔認識データ格納である。
【００７４】
　以上の動作により、遊技者顔認識データ、計数者顔認識データ、景品交換者顔認識デー
タはホールコンピュータ４０の記憶部４６に既に格納されており、ここで、次交換物交換
に訪れて顔認識データの取得された判定照合対象の次交換物交換希望者の顔認識データと
上記各データとの照合が行われる。
【００７５】
　まず、Ｓ４１２において、図４のＳ２０６の照合判定に相当する遊技者顔認識データ（
遊技台１２で取得）との照合判定が行われる。ここで、同一人が存在しているとの肯定的
判定がなされた場合（Ｙｅｓの場合）、すなわち、次交換物交換所１００に景品を持参し
た次交換物交換希望者が同ホール１０で実際に遊技を行った者であると判定された場合、
Ｓ４１３にて図５のＳ３０７の照合判定に相当する計数者顔認識データ（遊技媒体計数設
備１６で取得）との照合判定が行われる。
【００７６】
　そして、同一人が存在するとの肯定的判定がなされた場合（Ｙｅｓの場合）、Ｓ４１４
にて図３のＳ１０５の照合判定に相当する次交換物交換希望者と景品交換者顔認識データ
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（景品交換設備２４で取得）との照合判定が行われる。そして、同一人が存在するとの肯
定的判定がなされた場合（Ｙｅｓの場合）、Ｓ４１５にて現在次交換物交換所１００に訪
れている次交換物交換希望者が同ホールの遊技台１２で実際に遊技を行い、実際に遊技媒
体計数設備１６にて計数を行い、且つ景品交換設備２４にて景品交換を行った者であると
の「全て肯定」の「第１の判定結果」が、次交換物交換所１００の管理者に伝達される。
【００７７】
　この伝達は、例えば、ディスプレイ上に○×表示で、「遊技者顔認識データ」－「計数
者顔認識データ」－「景品交換者顔認識データ」に対応する順に「○－○－○」と表示す
ること等により容易に遊技台１２、遊技媒体計数設備１６、景品交換設備２４の３カ所で
取得した顔認識データと一致したと言うことが確認できる。この判定結果の場合、管理者
は特に確認のための質問を行う必要はなく、通常の次交換物への交換サービスを行うこと
となる。
【００７８】
　また、上述のＳ４１４の照合判定において、次交換物交換希望者が景品交換者顔認識デ
ータ中に存在しないと判定された場合（Ｎｏの場合）、Ｓ４１６にて現在次交換物交換に
訪れている次交換物交換希望者は、ホール１０内の遊技台１２で遊技を行った者であり、
かつ遊技媒体計数設備１６にて計数を行った者ではあるが、景品交換設備２４で実際に景
品を交換した者でないという一部肯定、一部否定の「第２の判定結果」が次交換物交換所
１００の管理者に伝達される。この伝達は、例えば、ディスプレイ上に○×表示で「○－
○－×」と表示される。この判定結果の場合、管理者は、例えば顔認識データ照合の旨を
伝えると共に、「何故、自分で景品交換を行わなかったのか」や「景品をどの様に入手し
たのか」という確認のための質問を行うことができる。
【００７９】
　また、上述のＳ４１３の照合判定において、次交換物交換希望者が計数者顔認識データ
中に存在しないと判定された場合（Ｎｏの場合）、Ｓ４１７にてＳ４１４と同様の次交換
物交換希望者と景品交換者顔認識データとの照合判定が行われる。ここで、同一人が存在
すると判定された場合（Ｙｅｓの場合）、Ｓ４１８にて現在次交換物交換に訪れている次
交換物交換希望者は、ホール１０内の遊技台１２で遊技を行った者であり、かつ景品交換
設備２４で実際に景品を交換した者ではあるが、途中の遊技媒体計数設備１６にて計数を
行った者でないという一部否定肯定、一部否定の「第３の判定結果」が次交換物交換所１
００の管理者に伝達される。この伝達は、例えば、ディスプレイ上に○×表示で「○－×
－○」と表示される。この判定結果の場合、管理者は、例えば顔認識データ照合の旨を伝
えると共に、「何故、自分で計数を行わなかったのか」や「計数値の記録された計数シー
トをどの様に入手したのか」という確認のための質問を行うことができる。
【００８０】
　そして、上記Ｓ４１７の次交換物交換希望者と景品交換者顔認識データとの照合判定の
結果が、同一人が存在しないという判定の場合（Ｎｏの場合）、Ｓ４１９にて現在次交換
物交換に訪れている次交換物交換希望者は、ホール１０内の遊技台１２で遊技を行った者
であるが、遊技媒体計数設備１６で計数を行った者ではなく、かつ景品交換設備２４で実
際に景品を交換した者でない、という一部否定肯定、一部否定の「第４の判定結果」が次
交換物交換所１００の管理者に伝達される。この伝達は、例えば、ディスプレイ上に○×
表示で「○－×－×」と表示される。この判定結果の場合、管理者は、例えば顔認識デー
タ照合の旨を伝えると共に、「何故、自分で計数及び景品交換を行わなかったのか」や「
計数値の記録された計数シート及び景品をどの様に入手したのか」という確認のための質
問を行うことができる。
【００８１】
　次に、上述のＳ４１２において、遊技者顔認識データの中に同一人が存在しないとの否
定的判定がなされた場合（Ｎｏの場合）、Ｓ４２０にて上記Ｓ４１３と同じく計数者顔認
識データとの照合判定が行われ、同一人が存在している場合（Ｙｅｓの場合）、Ｓ４２１
において、上記Ｓ４１４と同じく景品交換者顔認識データとの照合判定が行われ、同一人
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が存在している場合（Ｙｅｓの場合）、Ｓ４２２にて現在次交換物交換に訪れている者は
、同ホール１０の遊技台１２で実際に遊技を行った者ではないが、遊技媒体計数設備１６
にて計数を行った者及び景品交換所２４で景品交換を行った者の中に存在するという一部
肯定、一部否定の「第５の判定結果」が景品交換設備２４の管理者に伝達される。
【００８２】
　この伝達は、例えば、ディスプレイ上に○×表示で「×－○－○」と表示される。この
判定結果の場合、管理者は、例えば顔認識データ照合の旨を伝えると共に、「何故、自分
で遊技を行わなかったのか」や「遊技媒体をどの様に入手したのか」という確認のための
質問を行うことができる。
【００８３】
　また、上述のＳ４２１の照合判定において、次交換物交換希望者が景品交換者顔認識デ
ータ中に存在しないと判定された場合（Ｎｏの場合）、Ｓ４２３にて現在次交換物交換に
訪れている次交換物交換希望者は、途中の遊技媒体計数設備１６にて計数を行った者では
あるが、ホール１０内の遊技台１２で遊技を行った者でも、景品交換設備２４で実際に景
品を交換した者でもないという一部否定肯定、一部否定の「第６の判定結果」が次交換物
交換所１００の管理者に伝達される。この伝達は、例えば、ディスプレイ上に○×表示で
「×－○－×」と表示される。この判定結果の場合、管理者は、例えば顔認識データ照合
の旨を伝えると共に、「何故、自分で遊技せず、また景品交換を行わなかったのか」や「
遊技媒体、景品はどの様に入手したのか」という確認のための質問を行うことができる。
【００８４】
　そして、上述のＳ４２０の照合判定において、次交換物交換希望者が計数者顔認識デー
タ中に存在しないと判定された場合（Ｎｏの場合）、Ｓ４２４にて更にＳ４１４と同様の
次交換物交換希望者と景品交換者顔認識データとの照合判定が行われる。ここで、同一人
が存在すると判定された場合（Ｙｅｓの場合）、Ｓ４２５にて現在次交換物交換所１００
に訪れている次交換物交換希望者は、ホール１０内の遊技台１２で遊技を行った者でも、
遊技媒体計数設備１６にて計数を行った者でもないが、景品交換設備２４で実際に景品を
交換した者ではあるという一部否定、一部肯定の「第７の判定結果」が次交換物交換所１
００の管理者に伝達される。この伝達は、例えば、ディスプレイ上に○×表示で「×－×
－○」と表示される。この判定結果の場合、管理者は、例えば顔認識データ照合の旨を伝
えると共に、「何故、自分で遊技及び計数を行わなかったのか」や「遊技媒体及び計数値
の記録された計数シートをどの様に入手したのか」という確認のための質問を行うことが
できる。
【００８５】
　そして、上記Ｓ４２４の次交換物交換希望者と景品交換者顔認識データとの照合判定の
結果が、同一人が存在しないという判定の場合（Ｎｏの場合）、Ｓ４２６にて現在次交換
物交換所１００に訪れている次交換物交換希望者は、ホール１０内の遊技台１２で遊技を
行った者でもなく、遊技媒体計数設備１６で計数を行った者でもなく、かつ景品交換設備
２４で実際に景品を交換した者でもない、という全部部否の「第８の判定結果」が次交換
物交換所１００の管理者に伝達される。この伝達は、例えば、ディスプレイ上に○×表示
で「×－×－×」と表示される。この判定結果の場合、管理者は、例えば顔認識データ照
合の旨を伝えると共に、「遊技も計数も景品交換も行っていない状況で、如何にして景品
を入手したのか」という確認のための質問を行うことができる。
【００８６】
　この第４の実施の形態によれば、より細かい判定照合結果を得ることができ、一部に否
定の判定結果の生じている不正行為者においては、顔に関するデータを照合して不一致が
生じていることを各設備毎の関係で告げられるので、少なくとも同様の不正を同所で行う
ことを避けざるを得ず、極めて大きな不正抑止効果を発揮することとなる。
【００８７】
　更に、上述のような種々の実施の形態の適用によって生じる他の具体的な効果としては
、計数記録媒体の偽造を行う者に対する大きな抑制効果があげられる。更に、派生的な効
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媒体の取得が行われたような場合、その場では顔認識データの不一致は生じないが、景品
交換時に顔認識が行われていることを伝達することで、その不正者は再度その遊技施設で
遊技することを避けると考えられ当該遊技施設における不正行為再発の防止につながる。
更に顔認識データを所定期間保存しておけば、次回の景品交換の際に直接不正の発覚の事
実を伝えることも勿論可能である。
【００８８】
　なお、本発明は、上記実施例の構成に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内で
種々の変更が可能である。例えば、顔認識データの取得や格納や照合判定は、ホールコン
ピュータ４０にて行うシステムに限らず、遊技台１２や遊技媒体計数設備１６、更に景品
交換設備２４に管理端末を設置し、この端末によりそれぞれ顔認識データの取得や格納や
照合判定を行うようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施例に係る遊技者等判定システムを採用したシステムの説明図である
。
【図２】本発明の実施例に係る遊技者等判定システムの概略構成図である。
【図３】本発明の実施例に係る第１の照合判定動作を示したフローチャートである。
【図４】本発明の実施例に係る第２の照合判定動作を示したフローチャートである。
【図５】本発明の実施例に係る第３の照合判定動作を示したフローチャートである。
【図６】本発明の実施例に係る第４の照合判定動作の前半部を示したフローチャートであ
る。
【図７】本発明の実施例に係る第４の照合判定動作の後半部を示したフローチャートであ
る。
【図８】従来の一般的遊技施設の全体構成を示す説明図である。
【符号の説明】
【００９０】
　１０　ホール
　１２　遊技台
　１４　島
　１６　遊技媒体計数設備
　２０　計数シート（計数記録媒体）
　２４　景品交換設備
　２５、３０、４２、１０２　カメラ
　４０　ホールコンピュータ
  １００　次交換物交換所
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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